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説明書          (令和 5 年 9 月 9 日作成) 

 

・不誠実対応⑱ 

アルプスの森(施設長：宇津慎史)の作成した事故報告書(令和 5 年 1 月 16 日付)と回答書(令

和 5 年 3 月 16 日付)に記載されている、当該事故を起こした従業員の事故当時の動きに関

し明らかな乖離が生じている。すなわち、明らかな「嘘」の記載がある。 

 

（報告書記載事項(令和 5 年 1 月 16 日付)）では以下のように記載。この記載内容から

は、当該従業員が悠生君の後を追って榎木橋にある交差点を通過した時に、悠生君の姿が

見えなかったので、直ぐに、悠生君が神崎川に向かった可能性があると判断したとなる。 

 

 

報告書記載事項(令和 5 年 1 月 16 日付)より一部抜粋） 

 

この記載内容から当該従業員の移動内容を地図に記載すると以下内容になる。 
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一方、（回答書記載事項(令和 5 年 3 月 16 日付)）において以下の記載がある。 

 

 

 

従って、報告書記載事項(令和 5 年 1 月 16 日付)の内容と、回答書記載事項(令和 5 年 3 月

16 日付)の内容に明らかな乖離が生じている。この乖離の存在を指摘したところ、「アル

プスの森(施設長：宇津慎史)からの返答(令和 5 年 3 月 16 日付)は、以下内容であった。 

 

 

（回答書(令和 5 年 3 月 16 日付)より一部抜粋） 

 

しかし意図的に虚偽の記載をしたのでないのであれば、ジャンバーを見つけたタイミング

と、電話をかけたタイミングに大きな差が存在することの説明ができない。 
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令和 5 年 1 月 16 日付けの報告書では、最も移動距離が長い行程が省いており、その行程が

なくジャンバーを見つけたことになっている。そのジャンバーを見つけた後、「清水君が神

崎川に飛び込んだであろうことは間違い無かったため、●●は直ぐに当社の宇津雅美の携

帯電話に連絡しました。この着信記録は、15 時 47 分となっています。」と記載されており、

ジャンバーを発見してから当該従業員は電話を宇津雅美氏にかけ、その時間が 15 時 47 分

になっている。 

 

しかしながら、令和 5 年３月 16 日付けの回答書では、電話は合計 3 回かけており、最初

の電話をかけた時刻は、報告書と同じ 15 時 47 分になっているが、かけた場所は河川敷で

もなく車道であること、他、2 回 3 回ともジャンバーを発見する前のタイミングで電話をか

けていることになっている。 

 

遺族としては、上記のような乖離は、明らかな捏造をアルプスの森(施設長:宇津慎史)が

行っているために生じたものであると認識している。 

 


